
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
提
出

質

問

第

一

八

号

日
本
政
府
の
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
協
力
の
検
証
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

18



日
本
政
府
の
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
協
力
の
検
証
に
関
す
る
質
問
主
意
書

イ
ギ
リ
ス
の
独
立
調
査
委
員
会
（
「
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
ブ
レ
ア
政
権
が
二
〇
〇
三
年
に
イ
ラ
ク
戦
争

に
参
戦
し
た
経
緯
や
侵
攻
後
の
占
領
政
策
を
検
証
し
、
二
〇
一
六
年
七
月
に
報
告
書
を
公
表
し
た
。
こ
の
報
告
書
の
中
で
は
、

「
（
フ
セ
イ
ン
政
権
の
）
武
装
解
除
の
平
和
的
な
方
策
を
尽
く
す
前
に
侵
攻
に
参
加
し
た
。
軍
事
行
動
は
当
時
、
最
後
の
手
段

で
は
な
か
っ
た
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
開
戦
に
法
的
根
拠
が
あ
る
と
決
断
す
る
状
態
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
」
と
の
認
識

も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
書
は
、
自
国
政
府
の
判
断
や
評
価
の
過
ち
を
厳
し
く
指
摘
す
る
も
の

で
、
憲
法
に
基
づ
く
政
治
の
発
祥
の
地
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
見
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

毎
日
新
聞
（
二
〇
一
六
年
七
月
七
日
朝
刊
）
が
報
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
政
治
経
済
学
院
国
際
関
係
学
部
の
ス
ト
ロ

ン
グ
研
究
員
は
、
「
イ
ラ
ク
戦
争
は
「
誤
っ
て
い
た
」
と
の
認
識
は
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
議
論
終
結
に
は
「
間
違
っ
た
理

由
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
」
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

我
が
国
で
は
、
小
泉
純
一
郎
首
相
は
、
米
国
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
イ
ラ
ク
へ
の
最
終
通
告
を
受
け
、
二
〇
〇
三
年
三
月
十

八
日
、
米
国
の
方
針
を
支
持
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
武
力
行
使
が
行
わ
れ
る
場
合
、
こ
れ
を
支
持
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
同
月
二
十
日
、
イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
米
英
等
が
武
力
行
使
を
開
始
し
、
同
日
、
小
泉
純
一
郎
首
相
は
、
改

一



め
て
こ
れ
を
支
持
す
る
と
表
明
し
た
。

イ
ラ
ク
戦
争
の
開
戦
か
ら
十
三
年
が
経
ち
、
各
国
で
当
時
の
政
府
の
意
思
決
定
過
程
の
検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
我
が
国

に
お
い
て
は
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
日
本
政
府
の
取
り
組
み
に
は
疑
念
が
残
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
日
、
イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
米
英
等
が
武
力
行
使
を
開
始
し
、
同
日
、
小
泉
純
一
郎

首
相
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
と
表
明
し
て
い
る
が
、
日
本
政
府
が
根
拠
と
し
た
国
際
法
、
国
内
法
上
の
根
拠
は
何
か
。
具
体

的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
一
三
年
四
月
三
日
の
衆
議
院
の
海
賊
行
為
へ
の
対
処
並
び
に
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活

動
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
、
岸
田
外
務
大
臣
は
「
イ
ラ
ク
の
大
量
破
壊
兵
器
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
事
実
に
つ

き
ま
し
て
は
、
厳
粛
に
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
他
方
、
安
倍
首
相
は
、
二
〇
一
五
年
九
月
十
四
日

の
参
議
院
の
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
、
イ
ラ
ク
戦
争
開
戦
当
時
の
日
本
政
府
の

判
断
に
対
す
る
今
日
的
評
価
に
つ
い
て
、
「
妥
当
性
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
が
政
府
の
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
弁
し

て
い
る
。
世
界
各
国
で
イ
ラ
ク
戦
争
の
開
戦
当
時
の
意
思
決
定
過
程
の
調
査
、
研
究
が
進
み
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
で
チ
ル

二



コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
が
公
表
さ
れ
た
現
時
点
に
お
い
て
も
、
当
時
の
日
本
政
府
の
判
断
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
は

変
わ
ら
な
い
の
か
。
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

三

二
〇
一
三
年
四
月
三
日
の
衆
議
院
の
海
賊
行
為
へ
の
対
処
並
び
に
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活

動
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
、
岸
田
外
務
大
臣
の
「
イ
ラ
ク
の
大
量
破
壊
兵
器
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
事

実
に
つ
き
ま
し
て
は
、
厳
粛
に
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
答
弁
や
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
で
の
報
告
な
ど
を
厳
粛
に
受

け
と
め
る
な
ら
ば
、
最
新
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
日
本
政
府
は
改
め
て
当
時
の
判
断
の
妥
当
性
を
検
証
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
日
本
政
府
の
か
か
る
判
断
の
是
非
の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
成
熟
に
関
わ
る
根
幹
の
課
題
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

岸
田
外
務
大
臣
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
五
日
の
衆
議
院
の
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員

会
で
、
「
政
府
と
し
ま
し
て
は
、
既
に
外
務
省
で
行
っ
た
検
証
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
い
て
武
力
行
使
を
支
持
す
る

に
至
っ
た
当
時
の
問
題
の
核
心
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
り
ま
す
。
改
め
て
イ
ラ
ク
戦
争
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
、
こ
う

い
っ
た
こ
と
は
考
え
て
は
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
が
公
表
さ
れ
た
現
時
点
に
お

い
て
も
、
か
か
る
考
え
に
変
わ
り
は
な
い
の
か
。
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

三



五

二
〇
一
六
年
七
月
六
日
、
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
書
の
公
表
を
受
け
、
世
耕
官
房
副
長
官
は
定
例
の
記
者
会
見
で
、

「
米
国
等
に
よ
る
で
す
ね
、
イ
ラ
ク
に
対
す
る
武
力
行
使
を
支
持
し
た
我
が
国
政
府
の
判
断
は
、
今
日
振
り
返
っ
て
も
妥
当

性
を
失
う
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
発
言
は
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
書
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
の

も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
記
者
か
ら
の
問
い
か
け
に
安
易
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た

い
。

六

一
国
の
政
府
が
設
置
し
た
独
立
調
査
委
員
会
が
示
し
た
報
告
書
は
重
い
意
味
を
持
つ
。
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
書
の

公
表
直
後
、
当
時
の
首
相
の
ブ
レ
ア
氏
の
反
論
は
英
紙
等
で
も
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。
我
が
国
の
根
本
的
な
政
治
原
理
で
あ

る
立
憲
主
義
と
は
、
権
力
者
の
権
力
濫
用
を
抑
え
る
た
め
に
憲
法
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
広
く
「
憲
法
に
よ
る
政
治
」

の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
た
め
に
、
最
高
法
規
と
し
て
国
家
権
力

を
制
限
し
、
人
権
保
障
を
は
か
る
と
い
う
立
憲
主
義
の
理
念
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
、
機
会
が
あ
る
た
び
に
問
い
続
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
に
過
去
の
政
府
の
重
要
な
判
断
を
検
証
し
続
け
る
こ
と
は
、
一
つ
の
政
治
課
題
の
み
な
ら
ず
、
我

が
国
の
政
治
体
制
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
事
案
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
を
制
限
す
る
憲
法
の
要
請
す

る
と
こ
ろ
は
、
当
時
の
日
本
政
府
の
判
断
を
新
た
な
知
見
に
基
づ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
今
次
、
チ
ル
コ
ッ

四



ト
委
員
会
の
報
告
書
の
公
表
を
受
け
、
憲
法
に
基
づ
く
政
治
の
発
祥
の
地
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
姿
勢
に
学
び
、
日
本
政
府
は

改
め
て
当
時
の
判
断
の
妥
当
性
を
検
証
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


